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論 文 内 容 の 要 旨

福祉国家の危機,あ るいは国家的公共性 の揺 らぎのなかで,「 市場の失敗」 「国家の失敗」に対

応 して市民活動への期待が高まっている。 とりわけ環境問題を解決する上でNPOな どの市民活

動に期待 される役割は大きい。本論文は重要な現代的課題である環境問題めぐって展 開される市

民活動 と,課 題解決に向けて必要 とされる専門性を市民が獲得するうえでの学習活動 の意義 を理

論的,か つ実証的に究明す ることを課題 としている。

序章では,NPOを め ぐる経営学,社 会的経済論,教 育学研究の諸先行研究の検討を踏まえつ

つ,よ り具体的に2つ の課題を設定 している。第1に,福 祉国家の揺 らぎのなかで空洞化 しつつ

ある社会福祉や教育など社会的権利 を再構成するうえでNPOと 学習がどのような意義 をもつか

を明らかにす ること,第2に,環 境などの現代的,地 域的課題を解決する際に必要な新 しい市民

的専門性 をいかに形成するのか,そ のためどのよ うな学習の構造 を必要 とす るのか明 らかにする

ことを課題 とし,こ のため具体的なNPOの 実践を実証的に分析する。

本論は理論編 と実証編の2部 構成 となっている。第一部は理論編では,第1章 「環境保護 と社

会参加～ 「自然の権利」と福祉国家パ ラダイム～」では環境問題をめ ぐる権利 と義務の関係の変容
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について検討 しつつ,社 会参加の意味を明らか にしようとしている。環境問題を解決 しよ うとす

る市民運動では,よ り高度で専門的力量の形成が求め られている。第2章 「NPOに おけるエ ン

パワーメン トと専門性～学びの構造 とその機能～」は,こ の問題に正面か ら取 り組む論考である。

そ こでは市民的専門性の形成をNPOの ネッ トワー ク,NPOと 行政 ・大学 との知のネ ッ トワー

クという視点か ら究明しようとしている。

第二部実証編 は4つ の章か ら構成されている。 ここでは東北地方 の環境NPO・ 市民活動 に関

す る調査結果や3つ の実践 を事例 として取 り上げ,検 討 している。

第3章 「環境NPOの 制度化 と専門性」は,政 策提言型NPOで ある 「みやぎ ・環境 とくらし ・

ネッ トワーク」 を事例に,NPOが もつ運動性 と事業性の両犠牲に着 目しつつ,可 能性 とともに

組織の制度化の問題を検討 している。

第4章 「地域環境の創造 と障害者の自立～小規模作業所わ らしべ舎を事例 に～」 は,障 害者福

祉施設であるとともに,環 境問題 の克服を事業の主要な 目的 としてすえる 「わ らしべ舎」 の組織

経営や事業活動への諸個人の参加,障 害児 ・者の自立をめざす市民活動 における専門性 とその意

味につ いて,そ の実践を支える学習の側面か ら検討 している。

第5章 「市民による環境計画づ くりと学び～塩釜まちづ くり研究所を事例に～」では,行 政計

画への提言や計画策定における市民参加の過程に内在する学習活動の構造 とその意義 を参加的ア

クションリサーチ にもとづき解明しようとしている。 この計画への参画への過程では行政,大 学,

事業者 と市民 との共 同のなかで 「社会資本」が形成されるとともに,こ のNPO活 動 を媒介 とし

てさまざまな知的資源が融合 し,新 たな専門性が形成 され ることを実証的に明 らかにしている。

終章 「地域をつ くる学び とNPO」 では,NPO活 動の展開における学習活動の意義 として3

つの点 を確認 している。第1に,NPO活 動の意義は,供 給されるサー ビスの内容や計画の決定

に際 して市民参加がはか られ るということにあるが,こ の市民参加を実質化する役割を この学習

活動がはたしている。第2に,環 境NPOな ど,そ の課題解決 には市民的であるとともに,専 門

性を形成す ることが不可欠であるが,こ れ を支える学習活動そのものがネッ トワークを形成す る

もので あることである。その際 従来の専門性を独 占するものが官僚 技術者や大学人な どであっ

たのに対 して,新 しい市民的専門性の形成 においては大学人がもつ学術的知そのものが変容を迫

られ,市 民と大学人との連携,協 働 のなかでそれが新 しい質をもった専門性 として形成されるこ

とを示 している。第3に,小 川利夫 らに代表 される 「社会的権利 としての社会教育」 では,そ の意

図とは裏腹 に行政論的アプローチ にとどまり,市 民の自己教育 ・相互教育の実践を十分理論的,実

証的にとらえ られなかった。NPOに おける学習は,社 会教育行政を視野 にも収めつつ,市 民の自

己教育 ・相互教育の総体実践的にも問うものである。 この市民活動 とその不可欠の一環 として行

われる学習 をおして公的社会教育そのものが変容 を迫 られるものであることを明 らかにしている。
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地域 をつ くるNPOの 営みには,そ うした市民の確かな学びが多様な形で内在 しているのである。

論 文 審 査 結 果 の 要 旨

環境問題の解決は地域的であるとともに地球的な現代的課題 である。その解決 において政府 ・

行政の役割が大きいことはいうまでもないが,同 時 に,市 民の理解 と実践的取 り組みがとりわけ

重要性をもつ。本論文は具体的に課題 として設定 した新 しい専門性 を形成するうえでの学習活動

の意義について,多 面的に分析 を深め論 じている。 とくに理論編第2章 での理論的研究 と第2部

の実証編 における実証的,実 践的研究 とが相互に噛み合 いつつ論文全体 を貫 いてお り,厚 みのあ

る展開 となっている。 この論文の意義 として3つ の点を指摘できる。

第1に,従 来,経 済学におけるNPOの 「市民的専門性」の議論がセ ミプロフェッシ ョナルの

もつ専門性 として取 り上げ られていたのに対 して,市 民がわがものとする専門性と してとらえよ

うとしている こと,そ の専門性を支える新 しい知が行政 ・大学 と市民とのコラボ レーシ ョンをと

お して新た に形成されるものであることを解明 した意義は大きい。

第2に,NPOの 機能や性格 をめ ぐる議論が,ア プ リオ リにその先駆性,批 判性,人 間性,多 元性

な ど前提 とした一面的な肯定的評価 に終始 しているのに対 して,NPOの 類型化や制度化の実証

的分析を通 して通説 を批判 してお り,そ の論証 も説得的であること,し か も,そ の制度化の問題を

克服するうえで,意 志形成過程への参加や学習活動が求められることを明 らか にしていることは

評価 しうる。

第3に,環 境NPOの 展開 を学習と関連させつつ,か つ多様な活動スタイルの組織 を事例に論

じているところである。つまり,従 来,福 祉領域 としてみ られてきた小規模作業所 の活動を環境

ζいう視点か ら新たに位置づ け直 した分析,環 境計画の策定における市民活動 を,行 政 ・大学 ・

市民 とのネッ トワークという視点か ら,か つ,参 加的アクションリサーチの手法を とお して解明

しよ うとす る研究は従来の 日本の成人をめぐる教育研究には見 られない斬新な対象の切 り口であ

るし,ま た新たな手法 といえよう。

こうして本論文が社会教育ないし成人の教育研究に新たな課題 と視点をつけ くわえるものであ

ることは強調 してよいが,に もかかわ らず,全 体の論文構成や議論の展開において残 された課題

も少な くない。第1に,第2章 は 「自然の権利」 をめぐる議論を とおして堤起 される市民権のパ

ラダイム転換を論 じているが,後 の各章 との関連は曖昧である。第2に,論 文で使用 される概念規

定 にお いても曖昧さが残 されている。従来の専門性理解に対 して新たな 「市民的専:門性」 の概念

を提示するわけであるが,こ の専門性の内実がなんであるのか,学 習 をとお した市民のエ ンパ ワー
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メン トを強調するが,こ の 「エ ンパ ワーメン トされた」 とは何 を基準 として,ど のように評価 し

うるのか。 この概念も学術的にもよく使われるが,日 常的用語 としてはともか く,実 証的分析 の

評価 として使 うのであれば,理 論的検討を踏まえた厳密な概念規定が必要であろう。

本論文は,こ うした課題 を残 してはいるが,近 年 における社会科学研究及び政策的課題の焦点

の一つであるNPOを 成人の学習活動と関連させつつとりあげ多角的に論 じるとともに,実 証的

かつ実践的な方法をとお してその意義を究 明し,新 たな教育研究の領域を拓 くものとして評価す

ることができる。

よって,博 士(教 育学)の 学位論文 として合格 と認める。
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